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〒 600-8588　下京区西洞院通塩小路上る☎371-7101
下京区役所

税
　　市・府民税・所得税の申告はお早めに
　　申告期間　�２月 18 日（月）～３月 15 日

（金）（土・日を除く）
◆市・府民税の申告は区役所へ
対象　次の①・②のいずれにも当てはまる方
①平成 25 年１月１日現在、市内在住である
②�平成 24 年中の所得金額が市・府民税の基礎
控除額、配偶者控除額、扶養控除額の合計額
を超える方
申告不要の場合
○平成 24 年分の所得税の確定申告をされた方
○ �24 年中の所得が給与だけで、勤務先から給
与支払報告書が提出されている方

問　市民税課（☎ 371-7172）
◆所得税の確定申告は税務署へ
対�象　①事業所得や不動産所得等から算出され
る所得税額がある方
　�②�給与所得金額以外の所得金額が 20 万円を

超える方や、給与収入が 2,000 万円を超え
る方等

申�告不要の場合　次の①・②のいずれにも当て
はまる方
　�①公的年金等の収入金額が 400 万円以下である方
　�②�公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が

20 万円以下である方
　※�所得税の還付を受けるための申告書を提出

することはできます。
○所得税が戻る場合があります
対�象　給与所得者や公的年金等受給者で次の①
～③のいずれかに当てはまる方
　①�給与支払者や公的年金等支払者への届け出

以外に、社会保険料、生命保険料等の所得
控除のある方

　②多額の医療費を支払った方
　③住宅ローンの融資を受けて住宅を取得した方
　※�給与所得者の還付申告や公的年金収入のみ

の簡易な確定申告については、上記申告期
間に、区役所の市民税課でも受付。

　　��１月 31 日は、市・府民税第4期分の� �
納期限です。

　期限が過ぎると、延滞金がかかります。市税
の納付には、便利で確実な口座振替をご利用く
ださい。
問　課税内容：�市民税課（☎ 371-7172）
　　納付相談：納税課（☎ 371-7199）
　　口座振替：市納税推進課（☎ 213-5466）

福 祉
　　　　　◆�高額医療・高額介護合算療養

費制度の受付を行っています。
　お手続きについては、平成 24 年７月 31 日に
ご加入されていた医療保険・介護保険それぞれ
に行う必要がありますのでご注意ください。
○�後期高齢者医療にご加入の方（介護保険への
お手続きは必要ありません。）
　対象になる方には１月以降にお知らせ文をお届けします。
○国民健康保険にご加入の方
　対象になる方には４月以降に順次お届けする予定です。
※�社会保険等に加入している方は加入先の医療
保険までお願いします。
問　�国保・後期高齢者医療：保険年金課　保険

給付・年金担当（☎ 371-7254）
　　�介護保険：福祉介護課　介護保険担当（☎

371-7228）

保　健
◆胃がん・大腸がん検診の申込み

日時　�２月上旬～３月中旬の指定された時間
（午前中）

場所　下京保健センター　対象　40 歳以上の方
費用　胃がん検診（バリウム法）1,000 円
　　　大腸がん検診 300 円
申�込み　保健センターニュースと一緒に配布し
ている「申込専用はがき」（50 円切手を貼っ
てください。）または「通常はがき」に郵便
番号・住所・氏名・生年月日・性別・電話番
号・希望検診（胃がんのみ・大腸がんのみ・
胃大腸がん両方）を記入して郵送
締切り　１月 25 日（金）
宛先　�〒 604-8491�京都市中京区西ノ京左馬寮

町 28　京都予防医学センター胃・大腸が
ん検診係（☎ 811-9135）

問　�健康づくり推進課　成人保健・医療担当
　　（☎ 371-7292）

○相談会の日程
※�譲渡所得、贈与税、相続税への助言は行いません

　法律の改正により平成 26 年１月から個人で
事業や不動産貸付等を行う全ての方は記帳と帳
簿等の保存が必要になります。詳しくは税務署
までお問い合わせください。
問　下京税務署　個人課税部門（☎ 351-9161）
　　◆平成 25年度
　　　市・府民税の主な変更点
○生命保険料控除の改正
　平成 24 年１月１日以降に契約された保険契
約は、現行の「一般生命」「個人年金」の他
に、「介護医療」が新設され、各保険料控除の
適用限度額が 28,000 円となります。
※�「一般生命」「個人年金」「介護医療」の各保
険料控除を合わせた適用限度額は現行のまま
70,000 円となります。

＜平成23年12月31日までに契約された保険契約＞
　現行の生命保険料控除（「一般生命」「個人年
金」の各保険料控除の適用限度額が35,000円）
が適用されます。
○�認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別税額
控除の特例の新設

　住宅ローンを利用して認定低炭素住宅を居住
のため新築又は購入した場合、認定長期優良住
宅と同様の住宅ローン控除が適用される場合が
あります。

◆市民税の 65歳以上の方の減免廃止について
� 65 歳以上で、一定の所得がある方の一部に適
用していた市・府民税の減免（税額の２分の１
を減額）を廃止します。平成 25 年度は経過措
置として、４分の１の減額になります。
※ �65 歳以上の方でこれまで市民税が課税され
ていない方についてはこの制度に変更はあり
ません。問　市民税課（☎ 371-7172）

◆樹木と対話する教室
日時　２月１日（金）午後１時 30 分～３時 30 分
内容　�解説を交えながら、冬の梅小路公園内を

散策します
費用　無料　　申込み　不要
◆自然観察会
日時　�１月 19日（土）午後１時 30 分～３時
内�容　昆虫の観察　こも巻きを外して観察してみよう！
費用　200 円（朱雀の庭・いのちの森入園料）
申込み　不要
◆ウォーキング教室
日時　１月 22日（火）、２月５日（火）
　　　午前９時 30 分～（午前９時～受付）
内容　じっくり身体づくりに取り組もう！
費用　無料　　申込み　不要

日時　２月 18 日（月）午前 10 時～ 10 時 40 分
場所　西大路小学校

移動図書館「こじか号」巡回　☎801-4196

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196
下京図書館

◆お楽しみ会
日時　１月 26 日（土）午前 11 時～
内容　「絵本と紙芝居の会」
費用　無料　　申込み　不要
◆�テーマ別図書の展示と貸出し
　（特設コーナー①②）
１月　今年の干支「巳」「温泉」
２月　「プレゼント」「鬼」
◆特別展示（エレベーター前ホール）
１月　「冬の写真展」
２月　「修徳クラフトサークル作品展」
◆読み聞かせ講座
日時　２月 21 日（木）午前 10 時～正午
場所　七条小学校
費用　無料
申込み　２月１日（金）～２月 18 日（月）
◆システム機器更新に伴う臨時休館
　１月 29 日（火）～２月 18 日（月）

〒 600-8835　下京区観喜寺町 56-3　☎ 352-2500
梅小路公園

場所 受付日時

年金所得者の
事前集合指導

区役所４階会議室（塩小路通
西洞院角　京都市営バス「下
京区総合庁舎前」徒歩１分）

２月14日（木）～15日（金）
午前10時～正午、
午後１時～午後３時

税理士による
申告相談

区役所４階会議室
（塩小路通西洞院角　京都
市営バス「下京区総合庁
舎前」徒歩１分）

２月18日（月）～19日（火）
午前10時～正午、
午後１時～午後３時

広域申告
センター

池坊短期大学美心館地階
アッセンブリホール（京
都市営地下鉄「四条」駅又
は阪急「烏丸」駅徒歩５分）

２月24日（日）、
３月３日（日）
午前９時～午後５時

◆ストリートダンス参加者募集
日時　�１月 10 日から３月 14 日までの毎週木曜

日（10 回）　　　

○�初級：午後６時 15 分～７時 30 分（初心者の
方、基礎をしっかり学びたい方向けでレベル
アップやイベント出演を目指します。）

費用　6,000 円（途中参加の場合要相談）
定員　10 名
申込み　電話・FAX・Ｅメールで
※小学生向けのコースもあり（要問合せ）。

下京青少年活動センター(ユースサービス下京)
☎314-5636  FAX 314-5640
e-mail shimogyo@ys-kyoto.org

対象：�市内に在住または通勤・通学先のある中
学生から 30 歳の方

イベント・講座

〒 600-8166　下京区花屋町室町西入☎341-1730
下京老人福祉センター

対象：市内に在住の 60 歳以上の方
◆�平成 25年度教養教室新規受講者募集の
ご案内

　次の８教室の受講者を募集します。各教室は
随時見学ができます。申込み前にぜひ一度見学
に来てください。

費用　受講料は無料（教材費は実費負担）
申込み　�平成 25 年２月 12日（火）～３月２日

（土）※来所のみの受付
その他　�結果発表は３月 11日（月）で申込み

多数の場合は抽選。

教室名 開催日等 定員
①いけばな教室（草月流） 第１・３火曜日午前 10名
②京てまり教室 第１・３火曜日午前 20名
③大正琴教室（琴伝流） 第２・４火曜日午前 10名
④卓球教室 第２・４火曜日午前 20名
⑤囲碁教室 第１・３木曜日午前 20名
⑥フラダンス教室 第１・３金曜日午前 25名
⑦書道教室 第１・３金曜日午後 20名
⑧民謡教室 第２・４金曜日午後 20名

区民一般 女性 高齢の方 乳幼児 外国籍
市民

障がいの
ある方

マークの
説明

場所　いずれも区役所１階相談室
◆弁護士による法律相談を実施
日�時　毎週水曜日（祝日を除く）� �
　　午後１時15 分～３時 45 分

定�員　先着７名（正午より区役所１階で整理券配布）
相談時間　１人 20 分程度
問　地域力推進室まちづくり推進担当（☎371-7170）

◆行政書士による困りごと相談
　日常の困りごとや、書類の作成等のご相談
に応じます。
日時　２月 14日（木）午後２時～４時
問　��京都府行政書士会第５支部（☎351-1200）
　　地域力推進室総務・防災担当（☎371-7163）

◆行政相談委員による相談所を開設
　国の行政の取組や事業についてのご相談に
応じます。
日時　1月 28日（月）　午後１時 30分～３時
問　�総務省京都行政評価事務所（☎211-1100）

地域力推進室まちづくり推進担当（☎371-7170）

相談
（無料、
秘密厳守）


